
藤井節郎記念医科学センター運営委員会議事要旨 

 

 

１．開催日時  令和５年６月２２日（木）１１時００分～１１時５５分 

 

２．開催場所  ＺＯＯＭによる遠隔会議 

 

３．出 席 者  親泊委員長、小迫委員、松久委員、赤池委員 

 

  陪 席 者  垣添蔵本研究・産学支援課長，大西主任 

 

４． 議  題 

 （１）藤井節郎記念医科学センターの利用申請について(SHED Tech 株式会社) 
親泊委員長から議題１資料に基づき説明があり、審議の結果、使用ユニットについて

は、7 月 1 日着任教員が使用するユニットを優先して決定して通知することとし、貸付

期間については年間契約申請となっていないため再度確認し、修正があれば運営委員会

へ報告することで承認とした。 
 
 （２）藤井節郎記念医科学センターの利用申請について(株式会社 セツロテック) 

親泊委員長から議題２資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され

た。ラボサポート３も共有スペースであることから、ラボサポート３へ設置する機器に

ついても入居者と共用されるものに限る。 
 

 （３）藤井節郎記念医科学センターの共有部分の利用について 

親泊委員長から議題３資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認され

た。原則を守るよう入居者へ連絡し、共有スペースに許可なく設置されている機器につ

いては立ち退きを前提として、どのように計画、実行していくか報告いただくこととし

た。また、共有スペースへの設置を許可する機器については、入居者へ使用が解放され、

共用できる機器に限ることが確認された。 

 

 （４）藤井節郎記念医科学センター臨時貸付時の飲食について 

    親泊委員長から説明があり、審議の結果、原案のとおり承認された。飲食（アルコー

ルを含む）を伴う申請があった場合には個別に可否が判断される。判断が難しい申請

については、運営委員会へ諮ることが確認された。 

 

 （５）藤井節郎記念医科学センターのロゴについて 

 親泊委員長から議題５資料に基づき説明があり、審議の結果、ロゴ案について案①

の修正を依頼し、修正されたロゴについて委員より異議がなければロゴとして承認す

ることとした。 

 

（６）藤井節郎記念医科学センター共通経費 令和４年度決算について 

親泊委員長から議題６資料に基づき説明があり、審議の結果、原案のとおり承認さ

れた。大幅な修正がある場合には改めて報告を行うこととした。 

 



５．報告事項 

 （１）藤井節郎記念医科学センター利用について 
    大西主任から報告１資料に基づき、藤井節郎記念医科学センターの多目的室及び研究

スペースの無償貸付について報告された。 
 

（２）藤井節郎記念医科学センター 研究協力謝金について 
    大西主任から報告２資料に基づき、藤井節郎記念医科学センター研究協力謝金につい

て報告された。 
 


